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［賃貸］店舗賃貸借にも良質な賃貸受託等の供給の促進に関する特措法附則３条が適用との主張を棄却

磐田グランドホテルが全面建て替え、24 年会館へ　他

賃貸物件の火災保険のことなら、宅建ファミリー共済にお任せください！
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世界一長い木造歩道橋「蓬莱橋」の夕暮れ（島田市ホームページより）
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取引（売買）紛争の事例と解決

申込証拠金授受の時点で事実上不動産売買契約が成立したとする
売主の主張を棄却した事例　（東京地判：Ｒ02.6.23）

　平成 30 年 1 月 9 日、本件土地建物の売買について、
買主Ｘ（原告、法人）は、購入価格として 5 千万円の提
示を、売主Ｙ（被告、宅建業者）にしたところ、Ｙは、
商談を開始するために、2 百万円の預託をするようＸ
に申し入れた。同月 10 日、ＸとＹは、預託金 2 百万円
及び下記内容の「商談申込書・預り証書」を授受。
＜商談申込書の概要＞
　Ｘは次の条件で買受けを希望し、申込証拠金 2 百万
円を添えて本書を差し入れる。①売買価格：5 千万円。
②売買条件、その他の条件：別途協議。③申込証拠金取 
扱：成約の場合は売買代金の一部に充当。④成約に至ら
ない場合は全額無利息にて返還する。⑤有効期限：2018
年 1 月 25 日まで。
＜預かり証書の概要＞
　金 2 百万円本件不動産の商談申込証拠金としてお預
りしました。①売買交渉金額：5 千万円。②交渉成立の
場合：売買代金の一部に充当し、返還はない。③交渉不
成立の場合：申込証拠金は無利息にて速やかに返還。
　同年 7 月 13 日、ＸがＹに商談の前提として建物の内
覧を申入れ、Ｙがこれを了承した。
　同年 8 月 14 日、Ｘが内覧を行ったところ、本件建物
には水道が引かれていないこと、配管の経年劣化が著
しく全て交換が必要な状況であることを知り、建物の
改修に過大な金額が必要と判断し、その翌週、Ｙに買
取りの断念と、申込証拠金 2 百万円の返還を求めた。
　しかし、Ｙは、2 百万円は手付金として受領したな
どしてその返還を拒否し、また平成 30 年 9 月 5 日には
返金拒絶の通知書をＸに送付したため、Ｘは申込証拠
金の返還と、これに対する年 6％の金員支払いを求め
る本件訴訟を提起した。

　裁判所は、買主Ｘの請求を認めた。
　Ｙは平成 30 年 1 月 10 日に、遅くとも同月 25 日の経
過をもって、本件不動産の売買契約が成立し、2 百万
円は売買契約の手付金として授受されたと主張する。
　しかしながら、Ｘ及びＹの交渉経緯や商談申込書及
び預り証書の記載内容をみると、ＸとＹの間に成立し
た申込証拠金預託契約の内容を反映したものという事

ができ、この認定を覆すに足りる事情は見当たらない。
　以上に加えて、不動産の売買契約では、取引対象の
重要性に加え、売買代金も往々にして多額になること
などに照らして、代金支払時期や方法、権利移転の時
期や危険負担など契約条件についての当事者間の合意
内容を明確にすべき要請が高い事から、契約書を作成
するのが通常であり、本件において敢えてこれを省く
合理的な理由は見当たらない事。
　またＹは宅建業者であるところ、Ｙが売買契約成立
を主張する時期に、Ｘに宅建業法 37 条 1 項所定の書面
や、同法 35 条 6 項、1 項所定の重要事項説明書を交付
した形跡がない事、ＹがＸに平成 30 年 9 月 5 日付けで
2 百万円の返金を拒絶しているところ、その通知書に
おいては、その理由について、同年 1 月末までに本契
約を締結するとの約束であり、そのために借地権者や
道路所有者などと話合いをしてきたにもかかわらず、
Ｘの態度がはっきりしないまま半年以上が経過したた
め、放置するわけにもいかず、商談申込証拠金は不動
産媒介代金の一部内金として受領したなどと述べてお
り、売買契約が成立した事を前提に 2 百万円を手付金
として受領した旨の記載はない事などに照らすと、Ｘ
とＹの間で本件不動産を対象とする売買契約が成立し
たと認める事はできない。
　従って、売主Ｙの主張はいずれも採用することがで
きず、買主の売主に対する請求は全部理由がある。

　不動産売買の交渉をしていたが、買主が売買契約の
締結を断ったところ、売主宅建業者から「売買契約は
既に成立している」、「預り金は手付金になっている 
から没収する」などと主張されるトラブル事例が見受
けられる。宅建業法においては、契約の成立前に授受
される申込金、申込証拠金、契約証拠金等は名目の如
何に関わらず、預り金として取扱われ、申込者から申
込みの撤回があったときに、売主宅建業者がすでに受
領した預り金の返還を拒むことを禁止している （業法
第 47 条の 2 第 3 号、同法施行規則第 16 条の 12 第 2
号、解釈・運用の考え方第 47 条の 2 第 3 項関係）。預
り金の返還を拒む行為は業法違反により行政処分の対
象となる可能性もある。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

ま 　 と 　 め
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取引（賃貸）紛争の事例と解決

店舗賃貸借にも良質な賃貸受託等の供給の促進に関する特措法
附則₃条が適用されるとの主張が棄却された事例　（東京地判：Ｒ02.12.24）

　平成 10 年 2 月 17 日、海鮮丼店を営む法人Ｙ（被告）�
は、Ａ場外市場に存する建物の所有者Ｂから賃借して
いる法人Ａ（訴外）との間で、普通建物賃貸借契約を締
結し、その後、平成 17 年 3 月頃、「店舗一時賃貸借契
約書」と題する書面に、平成 28 年 2 月、「定期建物賃
貸借契約書」と題する書面に記名押印し契約を締結し、
その後、1年毎に同様のひな型の契約書を締結した。
　平成 31 年 2 月、Ｙは、Ａとの間で、以下の約定によ
り、本件建物の定期建物賃貸借契約（本契約）を締結し、
また、ＡとＹの実質的な経営者Ｙ1（被告）との間で、Ｙ
1 が本契約から生じるＹの一切の債務を連帯保証する
旨の契約が書面により締結された。
　①期間：平成 31 年 2 月 18 日から 1年間。
　②賃料：月額 28 万円（税抜）。
　③契約の更新をしない事の合意：ＡとＹは、Ａ市場
の移転計画があった事から、本件建物を定期建物賃貸
借の目的とし、期間満了をもって賃貸借契約が終了し、
契約の更新をしない事を合意した。
　④通知期間：Ａは、期間満了の 6か月前までに、Ｙに
対し、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を書面
により通知する。ただし、Ａが通知期間の経過後、期
間満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合
は、その通知日から 6か月を経過した日に賃貸借契約
は終了する。
　⑤損害金：Ｙが明渡しを遅滞した場合、賃貸借契約が
解除され又は消滅した日の翌日から賃料倍額相当の損
害金を支払う。
　なお、Ａは、Ｙに対し、契約書とは別に、契約を更
新しない旨を記載した説明書（別個書面）を交付して説
明した。
　令和元年 11 月、Ｘ（原告）は、本件建物をＡから譲り
受け、賃貸人の地位を承継した。
　同年 12 月 25 日、Ｘは、Ｙに対し、本契約を更新せ
ず、令和 2年 6月末日をもって終了する旨を書面によ
り通知し、その後、令和 2年 6月末日を経過したため、
Ｘは、Ｙに対し、本件建物の明渡しを求めるとともに、
Ｙに対し不法行為（不法占有）に基づく損害賠償とし�
て、Ｙ1 に対し連帯保証契約に基づく保証債務の履行
として、本契約終了日の翌日（令和 2年 7月 1日）から
本件建物の明け渡済みまで約定による 56 万円/月の割

合による損害金を連帯して支払うことを求めた。
　Ｙは、Ｘの請求に対し次のとおり主張した。
　①平成 17 年の店舗一時賃貸借契約も、平成 28 年の
定期建物賃貸借契約書も、普通賃貸借契約が更新され
たものであり、解約申入れに必要な正当事由はないか
ら、賃貸借契約は終了していない。
　②良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置
法附則 3条で、平成 12年 3月 1日より前の住居用賃貸
借契約には借地借家法 38 条の規定が適用されないと
の趣旨は、賃借人が自己に不利益なことを理解せぬま
まに定期賃貸借に移行することの防止にある。
　③本件での契約書の記名押印者は、実質的な経営者
でない形式的な代表者にすぎないから、双方が契約内
容を十分に理解していなかったというべきであり、特
措法附則3条により、借地借家法38条は適用されない。
　借主Ｙの主張に対し、貸主Ｘが裁判を提起した。

　裁判所は、貸主Ｘの請求を認容した。
　Ｙらは、本契約が契約の更新をしないことの合意を
欠く普通賃貸借契約であると主張するが、本契約にお
いては、契約書において契約の更新がないこととする
旨が定められており、且つ、別個書面にも期間満了に
より契約が終了すること及び更新がないことが明記さ
れており、Ｙはその説明を受けて理解し承諾する旨の
「受領書・承諾書」を賃貸人側に差し入れている。
　これら各書証上の記載は、更新がないことが容易に
理解できるものであって、借地借家法 38条の方式に欠
けるところはないから、契約の更新をしないことの合
意に効力がないとのＹらの主張は採用できない。
　そして、賃貸人側の説明内容は、結果として再契約
がされてきたなどの過去の契約の経過や、Ｙ側の押印
者が法的知識に乏しかった可能性があることを前提と
しても、事業者であるＹに対する説明として十分なも
のであったと認められる。また、Ｙらは、特措法附則
3 条を根拠に、本契約には借地借家法 38 条が適用され
ない旨を主張するが、同条は、「居住の用に供する建
物の賃貸借」に関する規定であって、商用スペースで
ある本件建物に関する賃貸借契約に適用又は類推適 
用されるものではなく、借主Ｙらの主張は独自の見解
をいうもので採用できない。
　以上によれば、貸主Ｘの請求はいずれも理由がある。
　�（一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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全面建て替えを予定する

磐田グランドホテル
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四つのカプセルが取りつけられている「カプセルハウスＫ」

広々とした海が一望できるテーテン

ス別邸（合同会社いとへん提供）
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ケイアイスター不動産の関連会社が販売

する平屋は安価が魅力だ（水戸市で）
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2021年₄月16日〜10月20日の新入会者・退会者　第₂回理事会（2021年10月28日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈱スネイルホーム 中村　芳之 加藤　里美 413-0014 熱海市渚町20-14 0557-55-9700 正会員 静岡県知事
（1）14484 東 部

㈱浦上不動産サービス 浦上　　健 浦上　　健 411-0944 駿東郡長泉町竹原367-12 055-939-8705 正会員 静岡県知事
（1）14478 東 部

㈱アンフレーム 和寺　幸一 熊谷　吉松 410-0049 沼津市江原町18-10 055-939-9191 正会員 静岡県知事
（1）14419 東 部

㈱現場ワークス 杉山　　寛 亀田　一夫 410-0822 沼津市下香貫石原1317 055-955-5331 正会員 静岡県知事
（1）14493 東 部

住設計事務所㈱ 勝間田太住 勝又れい子 412-0005 御殿場市仁杉136 0550-89-5959 正会員 静岡県知事
（1）14441 東 部

㈱Ｂｕｉｌｄ　Ｅａｓｔ 石澤　浩一 大澤　勝則 410-0001 沼津市足高322-36 055-928-5505 正会員 静岡県知事
（1）14460 東 部

エム・インテリア㈱ 塩川美和子 細澤　雅美 418-0038 富士宮市野中町743-1 0544-66-8722 正会員 静岡県知事
（1）14463 東 部

㈱カチタス　富士店 堤　浩一郎 堤　浩一郎 417-0051 富士市吉原5-6-28 0545-51-0600 準会員 国土交通大臣
（6）5475 東 部

㈱三和工務店 遠藤　祐佐 河合　光子 417-0061 富士市伝法1659-15 0545-52-2597 正会員 静岡県知事
（1）14439 東 部

㈱和トータル設備 勝又　奨太 勝又　奨太 417-0001 富士市今泉3520-3 0545-30-9753 正会員 静岡県知事
（1）14434 東 部

㈱ハウシード富士市役所通り店 藤田　英治 藤田　英治 417-0055 富士市永田町2-33 0545-55-3335 準会員 静岡県知事
（4）12659 東 部

㈱ＵＰＧｒａｄｅ 遠藤　直文 望月　理也 424-0211 静岡市清水区谷津町1-182-1 054-659-3955 正会員 静岡県知事
（1）14490 中 部

ＧＮＯ中山不動産事務所 中山　　勉 中山　　勉 424-0821 静岡市清水区相生町6-17 産業
情報プラザ創業者育成室711 054-355-0070 正会員 静岡県知事

（1）14454 中 部

㈲松永和廣設計事務所 松永　和廣 高山　和也 424-0012 静岡市清水区下野西4-5 054-367-4774 正会員 静岡県知事
（1）14466 中 部

㈱アーバンライフ 濵田　健士 河原　美香 422-8034 静岡市駿河区高松2-16-22 054-270-8999 正会員 静岡県知事
（1）14437 中 部

㈱かげやま 影山　真人 影山　真澄 420-0823 静岡市葵区春日1-3-9 054-258-5911 正会員 静岡県知事
（1）14488 中 部

Ｋ’ｓエステート駿河 鈴木　邦元 鈴木　邦元 421-0101 静岡市駿河区向敷地1215-2 054-293-7655 正会員 静岡県知事
（1）14464 中 部

幸和㈱ 花村　喜平 望月　久稔 422-8044 静岡市駿河区西脇1225-1 054-282-2742 正会員 静岡県知事
（1）14438 中 部

大成ビルド㈱ 津村　　聡 津村　　聡 420-0054 静岡市葵区南安倍1-3-10
大成住宅ビル501 054-254-7025 正会員 静岡県知事

（1）14474 中 部

大場建設㈱静岡支店 望月　紀宏 杉原　　佑 420-0804 静岡市葵区竜南2-2-24 054-266-3030 準会員 静岡県知事
（2）13545 中 部

宮古リゾートトラスト合同会社 岡村　貴通 大江　秀樹 420-0043 静岡市葵区川辺町2-1-6 054-293-4761 正会員 静岡県知事
（1）14481 中 部

青葉建築デザイン㈱ 大石　祐也 大石　祐也 426-0066 藤枝市青葉町1-3-6 054-639-5479 正会員 静岡県知事
（1）14477 中 部

佐とう不動産 佐藤　幸弘 佐藤　幸弘 425-0086 焼津市小土1115-2 054-629-3030 正会員 静岡県知事
（1）14476 中 部

㈱ＳＵＺＵＫＡＫＵ 鈴木　　覚 河内　陽子 426-0033 藤枝市小石川町1-3-2 054-631-5081 正会員 静岡県知事
（1）14483 中 部

㈱アイム 榛葉　陸夫 藤田　順子 436-0019 掛川市青葉台20-20 0537-29-5600 正会員 静岡県知事
（1）14489 西 部

Ｏｆｆｉｃｅ　ＴＭＫ 富田　和徳 富田　和徳 439-0022 菊川市東横地1878-29 0537-25-7178 正会員 静岡県知事
（1）14449 西 部

㈱ｗａｋａｓｕｇｉ 若杉　有城 嶺岡　幸子 437-1412 掛川市千浜6141 0537-72-7121 正会員 静岡県知事
（1）14451 西 部

㈱アイデムホーム浜松店 市川　　整 市川　　整 432-8038 浜松市中区西伊場町56-11 053-450-6787 準会員 国土交通大臣
（1）9915 西 部

㈱エコハウス 大澤　佑次 市川　正剛 435-0052 浜松市東区天王町1275-1 053-582-7330 正会員 静岡県知事
（1）14456 西 部

㈱きなりハウス 大場裕太郎 木村ゆかり 430-0807 浜松市中区佐藤3-26-9 053-477-2823 正会員 静岡県知事
（1）14491 西 部

㈱Ｃｕｌｕｌｕ 加藤　大祐 加藤　大祐 431-1112 浜松市西区大人見町1500-172 053-482-0055 正会員 静岡県知事
（1）14417 西 部

㈱Ｃスリー 秋吉　公亮 秋吉　美緒 430-0811 浜松市中区名塚町299-4 053-461-8643 正会員 静岡県知事
（1）14461 西 部

㈱匠志建設 古山　剛志 髙井伸太郎 431-0841 浜松市南区寺脇町854-1 053-545-5948 正会員 静岡県知事
（1）14475 西 部

㈱ニューカンパニー 山中　秀樹 田中　米育 432-8055 浜松市南区卸本町83 053-523-6377 正会員 静岡県知事
（1）14496 西 部

Ｈａｎａ企画㈱ 秋山　和哉 秋山　和哉 435-0016 浜松市東区和田町85-3 053-464-0870 正会員 静岡県知事
（1）14462 西 部

藤田土地開発㈱ 藤田　幸宏 藤田　幸宏 431-3313 浜松市天竜区二俣町鹿島29-1 053-925-1920 正会員 静岡県知事
（1）14485 西 部

ホームトレードセンター㈱浜松営業所 牧田　博明 牧田　博明 430-0949 浜松市中区尾張町131-11
尾張町ホワイトビル2階 053-450-5888 準会員 国土交通大臣

（3）8044 西 部

まちかど相談室 稲垣八千代 稲垣八千代 432-8068 浜松市西区大平台2-6-21
モデラート101 053-485-0626 正会員 静岡県知事

（1）14450 西 部

㈱ララ浜松支店 近藤　　司 近藤　　司 435-0016 浜松市東区和田町919-3 053-461-7500 準会員 国土交通大臣
（1）9927 西 部

㈱リブテック 岡本　一平 熊谷　昌浩 431-3107 浜松市東区笠井町868-3 053-544-7277 正会員 静岡県知事
（1）14482 西 部
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令和₃年度 県内の木造建物「標準的建築費」を改定しました

2021年₉月　宅建ローン等の実績　（9/1〜9/30）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 39 56 69 ― 164件
金額 55億5,398万円（土地₂、新築戸建132、中古戸建23、新築マンション₁、中古マンション₆）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 8 0 ― 8件

金額 1億8,088万円（土地₂、土地購入新築₂、新築戸建₂、中古戸建₁、中古マンション₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 4 0 1 0 5件
金額 1億3,154万円（新築戸建₄、中古戸建₁）

2021年10月　本部活動概要
月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等

10月４日 静　岡 試験運営説明会 （グランシップ）
５日 中部７県 中部地区連絡会 事務局連絡会議（Web）
６日 沼　津 取引士法定講習（自宅学習） （証交付51名）
７日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
14日 本部･支部 第２回 会務運営協議会（Web）
17日 全　国 宅地建物取引士資格試験
20日 本　部 法定講習のWeb開催に係る全宅連主催説明会（Web）
22日 本　部 サポートセンター 中間監査
26日 本　部 月例法律相談 （来館相談６件）
28日 浜　松 取引士法定講習（自宅学習） （証交付89名）
〃　 本　部 第２回 理事会（Web）

　①各委員会の協議結果
　②支部会計：振込み業務の本部移行
　③物品販売方法の見直し　他

29日 名古屋 中部圏流通機構 企画事業委員会
平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談15件、電話相談322件）

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

相馬木材㈱

東 部

西和不動産

中 部

㈱清和ハウジング 中 部 WAKURASU　㈱富田工務店支店

㈱南伊豆造園土木 積水ハウス不動産中部㈱
沼津賃貸営業所 ㈲ホーエイ不動産

西 部

しんせつハウス㈱

伊豆高原開発㈱ ㈱大東開発 青野不動産 宇野不動産㈱

栄駿産業㈱ レコス㈲ ㈲スカイハウジング ㈱岡田工務店

㈲御影造園 積水ハウス不動産中部㈱
富士賃貸営業所

積水ハウス不動産中部㈱
静岡賃貸営業所

積水ハウス不動産中部㈱
浜松賃貸営業所

㈱神尾不動産 ㈱ニチハク ㈱モチケン 東洋開発

㈲神山組 古谷工務所 ㈱リブロ　駅南店 ㈲ファースト・ハウジング

㈱三靜 三越コーポレーション ㈱アイダ設計　藤枝モデル店 ㈱ベスト・ハウジング　浜松中央店

㈱東静プランニング　三島店 ランドシティ不動産 ㈱カネ子住宅 ホーミーホーム㈱

レモンホーム静岡㈱

中 部

㈲愛晃 ㈲シマダ土地 吉田不動産

大橋土地㈱ 庵不動産 ビルドオオサワ㈲

駿河木材㈱ 昭和観光開発 宮崎不動産

以上、新入会者40名、退会者46名、2021年10月20日現在の会員数は、2,689名
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